
     

市
で
は
、現
在
運
行
し
て
い
る
「
ふ
れ
あ
い

バ
ス
」の
車
両
を
新
し
く
す
る
と
と
も
に
、運

行
内
容
を
一
部
変
更
し
ま
す
。 

主
な
変
更
点 

・
日
曜
日
・
年
末
年
始
を
除
く
毎
日
、同
じ
時

間
に
同
じ
コ
ー
ス
を
運
行
し
ま
す
。 

・
Ａ
コ
ー
ス
…
西
地
域
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

　
　
　
　
　
ン
タ
ー
バ
ス
停
を
新
設 

・
Ｂ
コ
ー
ス
…
永
和
駅
北
口
バ
ス
停
を
新
設 

・
Ｃ
コ
ー
ス
…
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
バ
ス
停

　
　
　
　
　
を
新
設 

・
Ｄ
コ
ー
ス
…
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
東
バ
ス

　
　
　
　
　
停
を
新
設 

詳
細
は
、「
市
政
の
ひ
ろ
ば
」
６
月
号
及
び

７
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

問
合
　
企
画
政
策
課
行
政
経
営
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
３
３
２ 

  

４
月
か
ら
最
新
の
結
石
破
砕
装
置
が
稼
働

し
ま
し
た
。 

今
回
導
入
さ
れ
た
こ
の
装
置
は
、従
来
の

も
の
よ
り
も
効
率
よ
く
確
実
に
結
石
を
破
砕

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

仰
向
け
の
ま
ま
腹
部
か
ら
も
背
部
か
ら
も

治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、治
療
中
の
患

者
さ
ん
の
負
担
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
て
い
ま

す
。 ま

た
、治
療
室
も
木
目
を
基
調
と
し
た
、や

さ
し
い
雰
囲
気
に
改
装
し
ま
し
た
の
で
、落

ち
つ
い
た
気
持
ち
で
治
療
を
受
け
て
い
た
だ

け
ま
す
。 

問
合
　
市
民
病
院
管
理
課
用
度
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
１
１ 

           

市
で
は
、災
害
時
に
救
援
救
護
を
必
要
と

す
る
人（
災
害
時
要
援
護
者
）の
安
否
確
認
や

避
難
誘
導
、避
難
所
で
の
支
援
な
ど
を
迅
速
・

的
確
に
行
う
た
め
、災
害
時
要
援
護
者
登
録

制
度
が
あ
り
ま
す
。 

災
害
時
要
援
護
者
支
援
を
行
う
た
め
に
は
、

自
主
防
災
会
や
民
生
委
員
を
は
じ
め
地
域
の

関
係
団
体
な
ど
に
、救
援
を
必
要
と
す
る
方

の
情
報
が
事
前
に
必
要
と
な
り
ま
す
。
個
人

情
報
の
提
供
と
な
る
た
め
、本
人
や
家
族
な

ど
か
ら
の
申
し
出
（
「
津
島
市
災
害
時
要
援

護
者
名
簿
登
録
申
出
書
兼
登
録
台
帳
」
の
提

出
）を
す
る
こ
と
に
よ
り
登
録
さ
れ
ま
す
。 

対
象
と
な
る
方
で
も
申
し
出
が
な
け
れ
ば

名
簿
に
は
登
録
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。 

な
お
、登
録
さ
れ
た
名
簿
は
、市
と
各
自
主

防
災
会
、地
区
民
生
委
員
で
厳
重
に
管
理
し

ま
す
。 

ま
た
、災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
み
に
関

係
団
体
な
ど
へ
情
報
提
供
を
希
望
さ
れ
る
方

も
登
録
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、各
受

付
場
所
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

対
象
　
災
害
が
発
生
し
た
場
合
ま
た
は
発
生

が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
支
援
者
の
い
な
い

次
の
方 

・
介
護
認
定
者（
３
・
４
・
５
） 

・
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者 

・
寝
た
き
り
高
齢
者 

・
認
知
症
高
齢
者 

・
７５
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯 

・
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者（
１

級
の
み
） 

・
療
育
手
帳
所
持
者（
Ａ
判
定
の
み
） 

・
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者（
１
・
２
級
の
み
） 

・
そ
の
他
支
援
が
必
要
な
方 

受
付
場
所
　
地
域
安
全
課
・
福
祉
課
・
高
齢
介

護
課
・
保
健
セ
ン
タ
ー（
健
康
推
進
課
）・
神

守
支
所
・
神
島
田
連
絡
所 

問
合
　
地
域
安
全
課
防
災
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
３
２
２ 

  

人
権
擁
護
委
員
は
、私
た
ち
の
ま
ち
の
身

近
な
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
１
人
で
悩
み

を
抱
え
込
ま
ず
、ま
ず
相
談
す
る
こ
と
が
解

決
へ
の
近
道
で
す
。 

子
ど
も
の
こ
と
や
家
庭
で
の
悩
み
事
、い

じ
め
や
体
罰
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。 

相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

日
時
　
６
月
２
日

　 

　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時 

場
所
　
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

相
談
員
　
人
権
擁
護
委
員 

問
合
　
人
権
推
進
課
人
権
同
和
行
政
推
進
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
７
１ 

  

昨
年
１２
月
に
「
人
権
週
間
」
行
事
の
一
環

と
し
て
、小
中
学
生
を
対
象
に
作
品
コ
ン
ク

ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た
。 

応
募
作
品
の
中
か
ら
作
品
を
選
出
し
、展

示
会
を
行
い
ま
す
。 

期
間
　
５
月
１４
日

午
後
１
時
〜
６
月
１３
日

正
午 

場
所
　
市
立
図
書
館
１
階
カ
ウ
ン
タ
ー
奥
展

示
コ
ー
ナ
ー 

展
示
物
　
ポ
ス
タ
ー
、書
道
、標
語 

問
合
　
人
権
推
進
課
人
権
同
和
行
政
推
進
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
７
１ 

災
害
時
要
援
護
者
登
録
制
度
 

市
民
病
院
に
最
新
の
結
石
破
砕
装
置
を
導
入
 

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
特
設
人
権
相
談
 

人
権
を
理
解
す
る
作
品
展
 

７
月
か
ら
「
ふ
れ
あ
い
バ
ス
」
の
運
行
 

内
容
が
変
わ
り
ま
す
 

お
知
ら
せ 

▲市民病院の最新結石粉砕装置 
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平
成
２６
年
４
月
１
日
か
ら
の
消
費
税
率
の

引
き
上
げ
に
伴
い
、水
道
料
、下
水
道
使
用
料

の
料
金
改
定
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

水
道
料
・
下
水
道
使
用
料
　
　
　
　
　
　
　 

改
定
時
期
　
平
成
２６
年
度
３
期
分（
８
月
請

求
分
）か
ら（
表
１
・
２
・
３
参
照
） 

問
合
　
上
下
水
道
部
管
理
課 

　
　
　
内
線
２
４
４
１
・
２
４
４
２ 

 

単
独
公
共
下
水
道
の
使
用
者
の
皆
様
に
は
、

平
成
２６
年
度
２
期
分（
７
月
請
求
分
）ま
で
暫

定
使
用
料
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
が
、平
成
２６
年
度
３
期
分（
８
月
請
求
分
）

か
ら
は
、暫
定
使
用
料
適
用
期
間
終
了
に
よ

る
増
額
分
と
消
費
税
率
引
き
上
げ
分
が
含
ま

れ
た
改
定
後
の
使
用
料
を
適
用
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。（
表
２
・
３
参
照
） 

な
お
、改
定
使
用
料
適
用
分
か
ら
流
域
関

連
公
共
下
水
道
の
使
用
料
と
統
一
に
な
り
ま

す
。 ご

負
担
が
大
き
く
な
り
ま
す
が
、ご
理
解

と
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

 改
定
時
期
　
平
成
２６
年
度
３
期
分（
８
月
請

求
分
）か
ら（
表
４
） 

問
合
　
上
下
水
道
部
下
水
道
課 

　
　
　
内
線
２
４
２
９
・
２
４
４
３ 

 

水
道
料
・
下
水
道
使
用
料 

単
独
公
共
下
水
道
の
下
水
道
使
用
料
の
改
定 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
使
用
料
の
改
定 

表１　水道料表（２カ月につき） 

表２　下水道使用料表（２カ月につき） 

基本料金 水量料金 

メーター 
の口径 

13㎜ 

20㎜ 

25㎜ 

40㎜ 

50㎜ 

75㎜ 

100㎜ 

150㎜ 

 

１～２０ 

２１～４０ 

４１～１００ 

 

１０１～１６０ 

 

１６１以上 

 

水量区分 
（ ） 

1 当たりの料金 

改定後 現　行 

７０円 

１０８円 

１８３円 

 

２２１円 

 

２７５円 

 

６８円２５銭 

１０５円 

１７８円５０銭 

 

２１５円２５銭 

 

２６７円７５銭 

料　　　金 

改定後 

改定後 

改定後 

使　　用　　料 

現　　行 

３,０２４円 

８６円 

基本料金 

区　　分 

汚水料金（汚水量１ につき） 

２,９４０円 

８４円 

現　行 

１,６９４円 

４,６４４円 

７,３４４円 

２２,６８０円 

３４,１２８円 

７８,４０８円 

１２９,６００円 

３０２,４００円 

２,６７４円 

１４４円 

１５９円 

１７４円 

１９０円 

２０５円 

２,６００円 

１４０円 

１５５円 

１７０円 

１８５円 

２００円 

２,１６０円 

１２０円 

１３０円 

１４５円 

１６０円 

１７５円 

流域関連公共下水道 単独公共下水道(暫定)

１,６４８円５０銭 

４,５１５円 

７,１４０円 

２２,０５０円 

３３,１８０円 

７６,２３０円 

１２６,０００円 

２９４,０００円 

一

般

用

 

水
　
道
　
汚
　
水 

区　　分 

使　　用　　料 

現　　　行 

基本使用料 

２１ ～６０  

６１ ～１００  

１０１ ～２００

２０１ ～１０００  

１００１ 以上 

超
過
使
用
料 

暫定使用料適用 
期間終了による増額分 

消費税率 
引き上げ分 

表
３ 

表
４ 

水道料の計算方法 

【計算例】　口径１３㎜で２カ月分の使用水量が４９ の場合 

【計算例】　２カ月分の使用水量が４９ の場合 

【計算例】　２カ月分の使用水量が４９ の場合 

基本料金 

基本使用料(２０ まで)

合計料金（基本料金＋水量料金） 

合計料金（基本使用料＋超過使用料） 

１,６９４円（ａ） 

２,６７４円（ａ） 

水量料金 

超過使用料 

ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝６,９０１円 

７０円× ２０ ＝１,４００円 （ｂ） 

１０８円× ２０ ＝２,１６０円 （ｃ） 

１８３円× ９ ＝１,６４７円 （ｄ） 

１４４円×２９ ＝４,１７６円 （ｂ） 

基本料金 ３,０２４円（ａ） 

合計料金（基本料金＋汚水料金） 

汚水料金 ８６円×４９ ＝４,２１４円 （ｂ） 

ａ＋ｂ＝６,８５０円 

ａ＋ｂ＝７,２３８円 

下水道使用料の計算方法 

コミュニティ・プラント使用料表（２カ月につき） 

コミュニティ・プラント使用料の計算方法 

使
用
料
金
改
定
の
お
知
ら
せ 

水
道
料
、下
水
道
使
用
料
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
使
用
料 
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   実
施
期
間 

・
市
内
医
療
機
関 

　
６
月
２
日

〜
１０
月
３１
日

 

・
海
部
地
域
の
医
療
機
関 

　
９
月
３０
日

ま
で 

※
１
　
年
度
の
途
中（
実
施
期
間
中
）に
他
の

健
康
保
険
等
か
ら
津
島
市
国
保
ま
た
は
、後

期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
た
方
で
、今
年

度
ま
だ
同
様
の
健
診
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、

健
診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。加
入
申

請
を
し
た
月
の
翌
月
末
頃
ま
で
に
受
診
券

が
届
か
な
い
方
は
、保
険
年
金
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。(

施
設
入
所
者
は
対
象

外
と
な
り
ま
す
。) 

※
２
　
次
の
方
は
自
己
負
担
が
無
料
と
な
り

ま
す
。 

・
昭
和
２５
年
３
月
３１
日
以
前
生
ま
れ
の
方 

・
平
成
２７
年
３
月
末
時
点
で
４０
歳
・
４５
歳
・
５０

歳
の
方 

・
世
帯
主
及
び
津
島
市
国
保
加
入
者
全
員
が

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方（
今
年
度
非
課

税
世
帯
に
な
っ
た
方
は
、受
診
券
が
届
い
て

か
ら
、保
険
年
金
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。） 

受
診
券
送
付
時
期 

　
５
月
下
旬
に
対
象
者
の
方
へ
送
付
し
ま
す
。

(

一
部
の
方
は
、受
診
券
の
送
付
が
遅
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。) 

※
が
ん
検
診
等
の
受
診
券
に
つ
い
て
は
、健
康

推
進
課
か
ら
別
に
送
付
さ
れ
ま
す
。 

受
診
方
法 

・
送
付
さ
れ
た
受
診
券
を
受
け
取
っ
た
ら
、希

望
す
る
医
療
機
関
へ
予
約
を
す
る
。 

　（
実
施
医
療
機
関
は
、健
康
診
査
受
診
券
に

同
封
の
チ
ラ
シ
を
参
照
） 

・
受
診
券
の
問
診
票
欄
等
を
記
入
す
る
。 

・
健
康
診
査
受
診
券
と
保
険
証
を
持
っ
て
、医

療
機
関
で
受
診
す
る
。 

・
後
日
、受
診
し
た
医
療
機
関
で
結
果
を
聞
く
。 

注
意
事
項 

津
島
市
国
保
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
以
外

の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
で
、受
診
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、お
勤
め
先
や
ご
加
入
の

健
康
保
険
等
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、受
診
券
の
再
交
付
・
健
康
診
査
に
関

す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
険
年
金
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。 

情
報
提
供
の
お
願
い 

津
島
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
の
方
で
、

平
成
２６
年
度
中
に
人
間
ド
ッ
ク
や
職
場
で
の

健
康
診
査
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、受
診
結
果
を

津
島
市
へ
ご
提
供
い
た
だ
く
こ
と
で
、結
果
に

基
づ
き
対
象
の
方
へ
生
活
改
善
の
ア
ド
バ
イ
ス

等
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

皆
さ
ん
の
健
康
管
理
の
た
め
に
も
、受
診
結

果
の
情
報
提
供
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
９ 

   
 

納
税
通
知
書
を
５
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。 

仮
算
定
と
し
て
概
算
で
前
年
度
の
保
険
税

の
１０
分
の
２
を
お
支
払
い
い
た
だ
く
内
容
の

も
の
で
す
。（
平
成
２５
年
度
途
中
加
入
の
方
も

同
様
で
す
。） 

 

納
付
期
限
　
第
１
期
　
６
月
２
日

 

　
　
　
　
　
第
２
期
　
６
月
３０
日

 
 「

７
月
中
旬
」
に
は
、今
年
度
の
保
険
税
額

を
確
定
し
た
精
算
分
の
納
税
通
知
書（
第
３

〜
１０
期
）を
送
付
し
ま
す
。
平
成
２６
年
４
月
１

日
以
降
に
新
規
加
入
さ
れ
た
世
帯
の
納
税
通

知
書
も
７
月
に
送
付
し
ま
す
。 

な
お
、全
額
一
括
納
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、全
て
の
納
付
書
を
持
参
の
う
え
、全
額
を

お
支
払
い
く
だ
さ
い
。 

保
険
税
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納

付
で
き
ま
す
。た
だ
し
、納
期
限
を
過
ぎ
た
り
、

納
付
書
を
汚
し
た
り
す
る
と
利
用
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
な
お
、納
付
の
確

認
に
２
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。 

保
険
税
納
付
は
口
座
振
替
で
！！
 

口
座
振
替
納
付
は
、一
度
の
手
続
き
で
済
み
、

金
融
機
関
等
に
納
め
に
行
く
必
要
が
な
く
仕

事
な
ど
で
忙
し
い
方
に
大
変
便
利
で
す
。 

市
役
所
の
窓
口
で
の
手
続
き
で
は
、キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
オ
ン
ラ
イ
ン
端
末
で
読
み
取
り
、

暗
証
番
号
を
入
力
す
れ
ば
、そ
の
場
で
申
込
み

が
完
了
し
ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
一

部
利
用
で
き
な
い
金
融
機
関
が
あ
り
ま
す
。） 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
５
〜
２
１
２
９ 

 

６
月
か
ら
津
島
市
国
保
特
定
健
診
・
 

後
期
高
齢
者
健
診
が
は
じ
ま
り
ま
す
 

平
成
２６
年
度
国
民
健
康
保
険
税
 

納
税
通
知
書（
第
１
・
２
期
）の
発
送
 

健診名 

特定健診 

後期高齢者健診 

対　　象 自己負担額 

１,０００円 
※２ 

無料 

内　　容 

受診日に津島市国民健
康保険に加入中の４０
歳以上７５歳未満の方 
※１ 

問診、身体計測、血圧、尿
検査、血液検査（血糖･脂質･
肝機能･腎機能･貧血）、心
電図、眼底検査（眼底検査
は該当の方のみ） 受診日に後期高齢者医

療保険に加入している
方　※１ 
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水
曜
日
の
窓
口
業
務
の
延
長
に
つ
い
て
（
祝

日
は
除
く
） 

場
所
　
市
役
所
市
民
課
窓
口 

延
長
時
間
　
午
後
５
時
１５
分
〜
午
後
７
時 

実
施
業
務 

・
住
民
票
の
写
し
の
交
付 

・
戸
籍
謄
・
抄
本（
戸
籍
全
部
・
個
人
事
項
証

明
書
）等
の
交
付 

・
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付（
印
鑑
登
録
証

が
必
要
で
す
。
） 

・
印
鑑
登
録
の
申
請 

・
自
動
車
臨
時
運
行
許
可
証
の
交
付 

注
意
事
項
　
転
入
・
転
出
・
転
居
等
の
住
民
異

動
届
、広
域
交
付
住
民
票
、住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
の
交
付
等
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

神
島
田
連
絡
所
で
の
土
・
日
曜
日
の
証
明
書 

交
付
に
つ
い
て（
祝
日
・
振
替
休
日
は
除
く
） 

場
所
　
神
島
田
連
絡
所 

交
付
時
間 

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分 

実
施
業
務 

・
住
民
票
の
写
し
の
交
付 

・
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付（
印
鑑
登
録
証

が
必
要
で
す
。
） 

注
意
事
項
　
戸
籍
謄
・
抄
本（
戸
籍
全
部
・
個

人
事
項
証
明
書
）・
附
票
等
の
交
付
、転
入
・

転
出
・
転
居
等
の
住
民
異
動
届
、広
域
交
付

住
民
票
の
交
付
、印
鑑
登
録
の
申
請
、住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
等
は
で
き
ま
せ

ん
。 

そ
の
他
　
土
・
日
曜
日
以
外
の
開
館
日（
市
役

所
が
閉
庁
の
場
合
を
除
く
）に
は
、戸
籍
謄
・

抄
本
（
戸
籍
全
部
・
個
人
事
項
証
明
書
）・

附
票
等
の
交
付
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。 

 

市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
（
総
合
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
内
２
階
）
で
の
証
明
書
交
付
に
つ

い
て 

取
扱
日
時 

　
月
〜
金
曜
日（
祝
日
・
振
替
休
日
は
除
く
）、

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分 

実
施
業
務 

・
住
民
票
の
写
し
の
交
付 

・
戸
籍
謄
・
抄
本（
戸
籍
全
部
・
個
人
事
項
証

明
書
）・
附
票
等
の
交
付 

・
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付（
印
鑑
登
録
証

が
必
要
で
す
。
） 

注
意
事
項
　
転
入
・
転
出
・
転
居
等
の
住
民
異

動
届
、広
域
交
付
住
民
票
の
交
付
、印
鑑
登

録
の
申
請
、住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交

付
等
は
で
き
ま
せ
ん
。 
 

住
民
票
の
写
し
の
電
話
予
約
に
つ
い
て 

市
民
課
窓
口
の
業
務
時
間
中
に
、市
役
所

や
神
守
支
所
、市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
に
お

越
し
に
な
れ
な
い
方
の
た
め
に
、住
民
票
の
写

し
の
電
話
予
約
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。 

予
約
で
き
る
住
民
票
の
写
し 

・
本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
に
属
す
る
方
の
住

民
票
の
写
し 

予
約
受
付
　
月
〜
金
曜
日（
祝
日
・
振
替
休
日

は
除
く
）の
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時 

交
付
時
間 

・
月
〜
金
曜
日（
水
曜
日
を
除
く
） 

　
午
後
５
時
１５
分
〜
９
時 

・
水
曜
日
　
午
後
７
時
〜
９
時 

・
土
・
日
曜
日
・
祝
日
　
午
前
８
時
３０
分
〜
午

後
９
時 

交
付
場
所
　
市
役
所
当
直
室 

 

代
理
人
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
申

請
に
つ
い
て 

・
住
民
票
の
写
し
…
同
一
世
帯
以
外
の
方
の

住
民
票
の
写
し
の
取
得
に
は
、委
任
状
が

必
要
。
本
籍
・
続
柄
入
り
も
し
く
は
世
帯
全

員
の
住
民
票
の
写
し
に
は
、委
任
状
と
併

せ
て
委
任
者
の
本
人
確
認
書
類（
コ
ピ
ー
可
）

が
必
要
。
申
請
書
に
委
任
者
の
住
所
、氏
名

が
正
し
く
記
載
さ
れ
な
い
と
交
付
さ
れ
ま

せ
ん
。 

・
戸
籍
謄
・
抄
本
等
の
交
付
…
直
系
尊
属
・
卑

属
以
外
の
方
の
戸
籍
謄
・
抄
本
等
の
取
得

に
は
、委
任
状
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
申
請
書
に
本
籍
地
、筆
頭
者
氏
名

が
正
し
く
記
載
さ
れ
な
い
と
交
付
さ
れ
ま

せ
ん
。 

・
印
鑑
登
録
の
申
請
…
委
任
状
、代
理
人
印

鑑
、登
録
印
鑑
が
必
要
。
印
鑑
登
録
証（
カ

ー
ド
）及
び
証
明
書
は
即
日
交
付
さ
れ
ま

せ
ん
。 

・
印
鑑
登
録
証
明
書
…
印
鑑
登
録
証（
カ
ー

ド
）が
必
要
。
申
請
書
に
委
任
者
の
住
所
、

氏
名
、生
年
月
日
が
正
し
く
記
載
さ
れ
な

い
と
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。 

 

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に
係
る
本

人
通
知
等
制
度
に
つ
い
て 

こ
の
制
度
は
、代
理
人
や
第
三
者
に
よ
る

請
求
に
基
づ
い
て
住
民
票
の
写
し
な
ど
を
交

付
し
た
と
き
、本
人
に
交
付
事
実
を
通
知
す

る
も
の
で
す
。 

制
度
の
利
用
を
希
望
す
る
方
は
、申
請
者

本
人
の
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
・
旅
券
・
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
、代
理
人
は
委
任

状
と
委
任
者
の
本
人
確
認
で
き
る
書
類
、法

定
代
理
人
の
場
合
は
資
格
を
証
明
す
る
書
類
）

を
持
参
の
う
え
、市
民
課
市
民
・
戸
籍
グ
ル
ー

プ
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
に
つ
い
て 

身
分
証
明
書
の
提
示
を
求
め
ら
れ
、困
っ
た

と
い
う
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

そ
ん
な
時
に
役
立
つ
の
が
「
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）」で
す
。 

申
請
者
　
本
人（
１５
歳
未
満
ま
た
は
成
年
被

後
見
人
を
除
く
） 

申
請
に
必
要
な
も
の 

・
印
鑑（
朱
肉
を
使
う
も
の
） 

・
写
真（
縦
４５
㎜
×
横
３５
㎜
）１
枚 

※
市
民
課
窓
口
で
の
撮
影
も
可
能
で
す
。 

交
付
　
運
転
免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の

官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明

書
と
健
康
保
険
証
・
年
金
手
帳
な
ど
が
必

要
で
す
。 

※
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
、即
日
交
付
さ
れ
ず
、郵
便
に
よ

り
本
人
照
会
後
に
交
付
と
な
り
ま
す
。 

手
数
料
　
５
０
０
円 

 

問
合
　
市
民
課
市
民
・
戸
籍
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
１
２
〜
２
１
１
５ 

 

市
民
課
窓
口
業
務
の
ご
案
内
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